
安全・安心なまちづくり事業について

県民生活課

１ 事業の目的

性暴力被害者の心身の負担軽減と健康の回復を図るとともに、防犯カメラの適切

な活用の促進や、交通安全関係団体の人材の育成を行うことにより、安全で安心な

まちづくりを推進する。

２ 事業の概要

（１）安全・安心なまちづくり事業 520千円

安全・安心まちづくり条例の趣旨を踏まえ、防犯カメラの有用性とプライバシ

ーの保護との調和を図り、その適切な活用を促進するため、防犯カメラの設置及

び運用に関するガイドラインを策定する。

○有識者会議の開催（委員６名、３回）

○ガイドラインの策定・周知

（２）犯罪被害者等支援事業 4,630千円

性暴力被害者に、相談・カウンセリング、産婦人科医療等の総合的支援を提供

するため、あきた性暴力被害者サポートセンター（仮称）を開設する。

○サポートセンターの開設・運営

・時 期 平成２９年１０月

秋田県社会福祉会館４階・場 所

○連絡協議会の開催（産婦人科医会、弁護士会等）

○サポートセンターの周知（ポスター、リーフレット）

（３）（新）交通安全関係団体人材育成事業 1,471千円

官民一体となった交通安全の取組を推進するため、地域において中心的な役割

を担う交通指導隊の隊員や交通安全母の会の会員の資質の向上等を図る。

○交通指導隊連合会

・研修会の開催

・各支部への街頭指導のための教本やＤＶＤの貸出し

・交通指導隊員手帳の配付

○交通安全母の会連合会

・研修会の開催

・子育て世帯への訪問による啓発（子ども向け啓発教材）

３ 予算額

６，６２１千円
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